
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  教育資金の一括贈与、贈与者が死亡した場合         

Ｑ：教育資金の一括贈与における贈与者が

死亡した場合は、どのような取扱いになりま

すか？ 

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

教育資金の一括贈与の特例は、平成25年４

月１日から平成27年12月31日までの間に直系

尊属から教育資金の贈与を受けた1,500万円

までの金額が贈与税の非課税になる制度です。 

受贈者が30歳に到達した時に教育資金とし

て使用されなかった残高があれば、その金額

に対して贈与税が課せられます。 

贈与税は、契約終了時に贈与者が生存して

いるときは、その贈与者からの贈与として、

また、契約終了前に贈与者が死亡していると

きは、「個人」からの贈与で取得したものと

みなされて課税されることとなっています。 

したがってたとえば、契約が終了した時に

贈与者が生存している場合でその贈与者が相

続時精算課税の適用を受けているというとき

は、その残高は相続時精算課税制度の対象に

なりますが、契約終了前に贈与者が死亡した

という場合は、生前に相続時精算課税を適用

していたとしても相続時精算課税の適用はな

く、暦年課税が適用されることになります。 

また、平成27年１月１日以後に施行される

「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例」の適用については、この残高は

個人からではなく、直系尊属からの贈与とみ

なされることになっていますので、この場合

には緩和税率が適用されることになります。 
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